
８ 災害に関する取組
災害発生時に使用可能な国有財産の提供、地域金融機関

等に対する金融上の措置の要請、災害査定立会の迅速かつ
適正な実施など、被災地域を支援するとともに、災害に備え関
係機関との連携を強化しています。
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概要 取組の成果

釧路地方合同庁舎の防災拠点としての活用
釧路財務事務所が管理する釧路地方合同庁舎について、防災拠点として活用。令和7年7月30日に発生

したカムチャツカ半島地震における津波避難者対応を関係機関と連携して実施。

⃝ 釧路地方合同庁舎は、平成23年に北海道釧路市より、「津波
緊急一時避難施設」として指定されるなど、地域の防災のため、
有効活用されている。

⃝ 釧路財務事務所は、毎年、地域住民や近隣園児等を対象とし
た津波避難訓練を繰り返し実施し、防災拠点の浸透を図ってい
る。

⃝ 令和7年7月30日に発生したカムチャツカ半島地震では、津波
注意報発令段階から、関係機関と連携を図り、釧路市内最大
の避難場所として地域住民を受け入れるなど、「災害から地域住
民を守る」取組を実施。

⃝ 関係機関と連携し、釧路地方合同庁舎内に避難所を開設する
とともに、避難してきた多数の地域住民等に対し、円滑な誘導、
避難者名簿の作成、備蓄品の適時配付など、避難者に寄り
添った丁寧な対応を行った。

⃝ 今回の対応を契機として、事後速やかに振り返りを実施し、北海
道釧路市及び釧路地方合同庁舎に入居する8官署との連携
強化や備蓄品の拡充等について検討を進めるとともに、将来の
災害発生に備え、受入体制の継続的な見直しと強化を図った。
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北海道財務局釧路財務事務所

【冬期園児向け避難訓練・職員による防災紙芝居】 【避難されている地域住民への対応・避難者への食料配付】



概要 取組の成果

被災地の金融機関等が現状・課題等を共有し、連携強化や支援力向上を図ることで復興を後押しする
取組を実施。
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北陸財務局

震災等からの復興を後押しする連携強化・支援力向上、伝承の取組

⃝ 令和7年3月、「令和6年能登半島地震等からの復興連携カル
テット会議」(以下、「カルテット会議」)を発足。

⃝ 第1回カルテット会議(令和7年8月25日)
能登6市町(注)と金融機関等の連携強化を目的に意見交換を実
施。 (注) 珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町

⃝ 第2回カルテット会議(令和7年12月3日)
金融機関等の支援力向上を目的として、合同勉強会(優れた支
援の取組事例等の発表)を実施。

⃝ 第1回カルテット会議での参加者の声
• 建設費の高騰、人口流出に伴う人手不足、後継者不在等の課

題が存在
• 自治体と金融機関で情報連携し、創業希望者と廃業予定者を

マッチングすることも可能ではないか
⇒ 会議後、能登6市町と金融機関等の担当者の連絡先を共有

⃝ 情報発信(伝承)の取組
• 他地域で災害が発生した場合の参考となるよう、金融機関等によ

る支援事例等を取りまとめ、令和8年1月に公表。



概要 取組の成果

大雨による二次災害防止のための国有地の無償貸付

令和7年8月の豪雨により水没車両が大量に発生し、二次災害が懸念される中、地方公共団体の要望を踏
まえ、国有地を無償貸付し復旧を支援。

⃝ 令和7年8月の豪雨により水没車両が大量に発生し、一部が路
上に取り残されるなど、交通事故等の二次災害が懸念される状
況が発生。

⃝ このため、熊本県から被災車両の一時保管場所として中心市街
地にある国有財産の貸付要望があった。

⃝ 要望を踏まえ、県担当者等と現地で状況を確認の上、速やかに
国有財産を被災車両の一時保管場所として、無償で貸付。
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九州財務局

水没車両が大量発生
二次災害の危険

①相談
熊本県

②現地確認
③即日、無償貸付

復旧対応を支援

国有地

財務局

⃝ 水没車両の一時保管場所として国有地を無償貸付することで、
路上滞留による二次災害防止や被災地の復旧対応に寄与。

【熊本県からの声】
• 当該国有地は「市内中心部に近く舗装済のまとまった

土地」で、被災車両の一時保管及び中継場所として理
想的な条件が揃っており、早期復旧に大きく寄与。

• 迅速な貸付や貸付期間の延長にも柔軟に対応いただ
き、被災者の生活復旧にも多大に貢献。

【出典:国土地理院地図を基に一部加工】

所在地：熊本市中央区八王寺

【貸付中の様子】


